
　コロナ禍における地域経済活性化のため、当事業を７月より予算４，０００万円で開始しました。しか
し、９月末時点で交付申請額が約３，９００万円と当初の予算を大幅に上回る見込みが生じたため、10月
13日の町臨時議会において、補正額３，０００万円を増額しました。
　また、10月14日から、対象となる住宅等を拡大しました。従来は一戸建ての住宅・店舗を対象とし
ていましたが、個人所有で自己または２親等以内の親族が居住するマンション等の個人住宅部分も新
たに対象となります。（ただし、賃貸借契約の場合は除く）

　補助対象工事（町内施工業者による）に係る金額（消費税を含まない）の１０
０分の20に相当する金額を補助します。なお、補助対象工事に係る金額が１００
万円を超える場合は20万円の補助とします。（千円未満切り捨て）
※補助対象工事が20万円未満の場合は、補助金の交付対象としません。

緊急経済対策住宅等リフォーム補助金の予算が増額されました
● 経済産業課商工労働係 ●

☎65－7144

　冬季は日没時間が早まります。ドライバーは薄暮時からの早めの
ライト点灯、歩行者は反射材の着用を心掛けましょう。

① 子どもと高齢者の交通事故
　 防止
② 夕暮れ時の早めのライト点灯
　 と反射材等の着用促進
③ 飲酒運転の根絶

冬の県民交通安全運動を実施します冬の県民交通安全運動を実施します

緊急経済対策住宅等リフォーム補助金の予算が増額されました
新たに個人所有のマンション等のリフォームも補助対象へ新たに個人所有のマンション等のリフォームも補助対象へ

　町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により経営に支障をきたしている小規模事業者に対して、売
上高が20％以上減少している事業者に10万円、50％以上減少している事業者にさらに20万円の助成金を交付
しています。
　申請期間が終了となりますので、対象事業者は期限までに申請いただきますようお願いします。詳細は、町
ホームページをご覧いただくか、経済産業課商工労働係までお問い合わせください。

● 経済産業課商工労働係　☎65－7144 ●

● 環境安全課　☎64－7708 ●

小規模事業者緊急支援助成金および事業継続支援助成金小規模事業者緊急支援助成金 事業継続支援助成金小規模事業者緊急支援助成金 事業継続支援助成金
申請期間が間もなく終了します申請期間が間もなく終了します申請期間が間もなく終了します

のおよび のおよび の

運動期間
スローガン

いそいでも  心のブレーキ  かけましょういそいでも  心のブレーキ  かけましょういそいでも  心のブレーキ  かけましょう
●サブスローガン 「ちょっとなら」  大きな間違い  飲酒運転

申請受付期間 12月25日（金）まで

11月30日（月）まで

12月１日（火）～10日（木）
運 動 重 点

補 助 金 額

申 請 期 間
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町
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図
書
館

伊勢崎佐波医師会からのお願い
医療機関を受診する際は、
まず電話してから！

　風邪症状（発熱・咳・体のだるさなど）が
ある時は、新型コロナウイルス感染症やイン
フルエンザが疑われる場合がありま
すので、医療機関にまず電話をし
てから、受診するようにお願いします。

　固定資産税は土地や家屋のほか事業用に所有している償却資産につ
いても課税されます。地方税法第383条の規定により、玉村町内に償却資
産を所有している人（事業用として他の者に貸し付けているものを含む。）
は、毎年１月１日現在の所有状況を申告していただくことになっています。
■申告する資産とは　個人や会社で工場や店舗などを経営している人、
貸し駐車場やアパート賃貸などをしている人が、その事業のために用い
る構築物、機械、器具・備品などを償却資産といい、土地や建物と同じよ
うに固定資産税が課税されます。償却資産を所有している人は、毎年１
月１日現在の償却資産の内容（種類、数量、取得年月、取得価額、耐用
年数など）について、１月末日までに市町村長に申告することが法律によ
り義務づけられています。
　　事業の用に供することができる資産のうち、土地および家屋以外の有
形固定資産で、所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却
の対象となる資産です。ただし、自動車税の対象となる自動車や軽自動
車税の対象となる軽自動車などは除かれます。
　　10ｋｗ以上の太陽光発電設備（屋根材として家屋評価していないも
の）については、個人所有のものについても売電事業の資産となり申告
の対象となります。
■申告方法　令和３年２月１日（月）までに申告書および明細書を税務課
へご提出ください。昨年申告のあった人・資産の登録がある人には、申
告書等を郵送していますが、新たに申告する人や申告書等が届かない
人は、関係書類を送付しますのでご連絡ください。

外構工事（舗装、門・塀、緑化施設など）、太陽光発電設
備、外灯、看板、パソコン、コピー機、エアコン、レジスタ
ー、テレビ、応接セット、ロッカー、キャビネットなど

各種製品製造設備、受変電設備、構内舗装、太陽光発電など

製版機および印刷機、断裁機など

ブルドーザー、パワーショベル、大型特殊自動車、
発電機、ポンプなど

パチンコ台、ゲーム機、両替機、カラオケ機器など

テーブル、椅子、厨房設備、冷蔵庫、カラオケ機器など

陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫、厨房設備、自動販売機など

理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポールなど  

医療機器（ベッド、レントゲン装置、手術機器）など 

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビ
ニール包装設備など

フェンス、自転車置場、駐車場の舗装路面、太陽光発電など

洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、地下タ
ンク、照明設備など   

共 通

工場・製造業 

印 刷 業

建 設 業

パチンコ店、
ゲームセンター  

飲 食 店

小 売 店

理容・美容業

医院、歯科医院

クリーニング業

アパート経営

ガソリンスタンド 

援助や支援を
必要とする皆さん １９５世帯

各種施設入所者

合　　計

１９７人 591,000円

3,689,000円

4,280,000円

令和２年度 支援計画
（地域歳末たすけあい募金のつかいみち）

配　　分　　先 世帯数・人数 配分金額

令和３年度  償却資産（固定資産税）の申告をお願いします令和３年度  償却資産（固定資産税）の申告をお願いします令和３年度  償却資産（固定資産税）の申告をお願いします 税務課
☎64－770３
税務課
☎64－770３

2広報たまむら　おしらせ版　　令和2年11月号

※申告書などの発送は11月下旬～12月上旬を予定しています。



アクアビクスのご案内アクアビクスのご案内

教 室 名 内　　容 期　　間 時　間 対　　象

開
催
時
間

上級者
中級Ａ

平泳ぎ・バタフライ
中級Ｂスペシャル（平/バタ初歩）

中級Ｂ（クロール/背泳ぎレベルアップ）
初級者（クロール/背泳ぎ25ｍ）
初心者（水慣れ～バタ足）

教室のステップアップガイド教室のステップアップガイド

やさしい

B&G海洋センター ☎64-5311令和２年度 冬季水泳教室参加者募集！

玉村町Ｂ＆Ｇ海洋センター（屋内温水プール）飯倉59－4 ☎64－5311　指定管理者：株式会社　ＮＳＰ群馬
営業時間：10月～3月（午前10時～午後8時30分）　月曜 休場日　※月曜日が祝日の場合も休館日になります。 

アクアビクスは水泳と違い、音楽に合わせて体を動かすことで楽しく、有効
な有酸素運動が確保できます。

申込日時　12月６日（日）から営業時間内（午前10時～午後８時）に海洋センター窓口へ参加費、印鑑を持参の上、直接お申
し込みください。なお、申込書を持ち帰ることはできません。
申込方法　①親子、幼児アクアリズムの教室は抽選となります。［申込締切　12月15日（火）］
　　●申し込み時に抽選番号をお渡しします。（申し込みは一人一教室）
　　●発表は12月16日（水）に玉村町Ｂ＆Ｇ海洋センター館内およびホームページにてお知らせします。
　　●発表後、12月27日（日）までにご入金ください。それ以降はキャンセル扱いとさせていただきます。
　　②初心者、初級、中級ＡＢ、上級は先着順となります。定員になり次第締切りとなります。
注意事項　①12月12日（土）までは一人一教室（本人、家族のみ）の申し込みとなります。尚、12月13日（日）から複数
の教室申し込みが可能です。※申込者が４人以下の場合、教室の開催を中止する場合があります。
　②施設使用料（大人町内３２０円、町外４８０円）（高校生以下町内１００円、町外１５０円）が必要です。
定　員　親子は20組、幼児アクアリズムは各20人、成人対象の教室は各10人。
参加費　２，１４０円（10回コース）※キャンセル返金は令和２年12月27日（日）までです。

親子教室

幼児アクアリズム教室
（年少・年中）

幼児アクアリズム教室
（年長）

初心者水泳教室

初級者水泳教室

中級者水泳教室
（Ｂクラス）

中級Ｂ
スペシャル教室

中級者水泳教室
（Ａクラス）

中級者水泳教室
（Ａ クラス）

平泳ぎ・バタフライ
水泳教室

上級者水泳教室

水慣れ・水遊び中心です

水の中で行うリズム運動(水慣れ)
を通じて、楽しく自然に水と触れ
あうことを学びます

これから水泳をはじめたい人、　
水慣れを中心に行います

クロール、背泳ぎで25Ｍ泳ぐこと
が目標です

クロール、背泳ぎで25Ｍ以上泳ぐ
ことが目標です

クロール、背泳ぎで25Ｍ以上と平
泳ぎ、バタフライの初歩の練習で
す

クロール、背泳ぎのレベルアップと
平泳ぎバタフライの練習です

クロール、背泳ぎのレベルアップ
が目標です

平泳ぎ、バタフライの初歩の練習
です（中級Ｂ程度泳力がある人）

クロール、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフ
ライのレベルアップが目標です

1/7～3/25木曜日（全10回）

1/6～3/10水曜日（全10回）

1/8～3/12金曜日（全10回）

1/5～3/23火曜日（全10回）

1/5～3/23火曜日（全10回）

1/6～3/10水曜日（全10回）

1/5～3/23火曜日（全10回）

1/7～3/25木曜日（全10回）

1/8～3/12金曜日（全10回）

1/6～3/10水曜日（全10回）

1/5～3/23火曜日（全10回）

1/6～3/10水曜日（全10回）

1/6～3/10水曜日（全10回）

1/7～3/25木曜日（全10回）

1/8～3/12金曜日（全10回）

1/6～3/10水曜日（全10回）

1/8～3/12金曜日（全10回）

10:30 ～11:15

15:45 ～16:30

10:15 ～11:15

11:15 ～12:15

10:15 ～11:15

12:15 ～13:15

11:30 ～12:30

11:15 ～12:15

13:30 ～14:30

12:30 ～13:30

19:00 ～20:00

13:30 ～14:30

12:30 ～13:30

12:30 ～13:30

14:30 ～15:30

13:30 ～14:30

１歳から年少まで（保護者１：子１）

平成 27年４月２日～平成 29 年４月１
日生まれの幼児

平成 26 年４月２日～平成 27年４月１
日生まれの幼児

一般（16歳以上）
はじめてプールに入る人、水がまだ怖
い人にお勧めのコースです

一般（16歳以上）
クロール・背泳ぎをはじめたい人のコー
スです

一般（16歳以上）
綺麗なフォームで長い距離を泳ぐこと
を目標とします

一般（16歳以上）
平泳ぎ・バタフライの初歩まで取得し
たいという人のコースです

一般（16歳以上）
クロール・背泳ぎの上達、平泳ぎ・バ
タフライ25Ｍ完泳を目指す人のコース
です

一般（16歳以上）
クロール・背泳ぎのレベルアップをし
たい人のコースです

一般（16歳以上）
平泳ぎ・バタフライを練習したいとい
う人のコースです

一般（16歳以上）
４種目をよりきれいにより長く泳ぐこと
を目標とします

参 加 費　３２０円/回（施設利用料別途必要）
参加方法　受付にて申込用紙に記名し、参加費をお支払いの上、プールにご
　　　　集合ください。

  　 火曜日 19:00～19:45
  　 金曜日 10:30～11:15
  　 土曜日 11:05～11:50（土曜日は水中ウォーキング中心のアクアです）

※新型コロナウイルス感染症により、中止になる場合もございます。予めご了承ください。

※ 火曜日 休み2/23、3/16 ※ 木曜日 休み2/11、3/18

上級者
中級Ａ

平泳ぎ・バタフライ
中級Ｂスペシャル（平/バタ初歩）

中級Ｂ（クロール/背泳ぎレベルアップ）
初級者（クロール/背泳ぎ25ｍ）
初心者（水慣れ～バタ足）
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50
歳
未
満
の
第
１
号
被
保
険
者
で

所
得
の
少
な
い
人
に
は
、
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
納

付
猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
世
帯
主
（
同
居
の

親
な
ど
）
の
所
得
に
関
係
な
く
、
本

人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
の

基
準
以
下
の
場
合
に
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

保
険
料
の
納
付
猶
予
を
受
け
て
い

る
期
間
中
に
万
が
一
の
事
故
な
ど
で

障
害
を
負
っ
た
場
合
に
は
、
障
害
基

礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
猶
予
を
受
け
た
期
間
は
年
金

を
受
け
る
た
め
の
資
格
期
間
に
算
入

さ
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
額
に

は
反
映
し
ま
せ
ん
。
満
額
の
老
齢
基

礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
10
年

以
内
に
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
（
追

納
）
が
必
要
で
す
。

　

今
年
度
分
の
猶
予
の
承
認
期
間
は
、

令
和
２
年
７
月
か
ら
令
和
３
年
６
月

ま
で
で
す
。
納
付
猶
予
制
度
を
申
請

さ
れ
る
人
は
、
住
民
課
高
齢
者
医
療

年
金
係
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
は
原
則
と
し
て
毎
年
必
要
で
す
。

た
だ
し
、
翌
年
度
以
降
分
も
あ
ら
か

じ
め
申
請
（
継
続
申
請
）
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
住
民
課

高
齢
者
医
療
年
金
係
ま
た
は
年
金
事

務
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

住
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
係

　

☎（
64
）
７
７
０
２

前
橋
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

　

☎
０
２
７（
２
３
１
）１
７
０
６

住
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
係

☎（
64
）７
７
０
２

国
民
年
金
納
付
猶
予
制
度
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老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
玉
村
町
社
会
福
祉
協
議
会
）

公民館

西部公民館・諏訪神社南・東部公民館

1 2 月 の お 知 ら せ
21日（月）から23日（水）の間は、ゆず風呂
イベントを開催。
12月のふれあいステージは、中止とさせて
いただきます。
12月29日（火）から１月３日（日）の間は、
年末年始の休館とさせていただきます。

新型コロナウイルスに関するお知らせ

（12月）

休 館 日

休 館 日

休 館 日

休 館 日

上陽地区

玉A地区

玉B地区

芝根地区

休 館 日

玉A地区

玉B地区

芝根地区

上陽地区

休 館 日

玉B地区

芝根地区

上陽地区

玉A地区

芝根地区

上陽地区

玉A地区

玉B地区

芝根地区

上陽地区

玉A地区

玉B地区

休 館 日

開 館

開 館

開 館

開 館

1日 2日 3日 4日 5日

7日6日 8日 9日 10日 11日 12日

14日13日 15日 16日 17日 18日 19日

21日20日 22日 23日 24日 25日 26日

28日27日 29日 30日 31日

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、臨
時休館とさせていただくことがあります。


